
「市内
しない

の学校
がっこう

（市立
しりつ

、国
こく

私立
しりつ

学校
がっこう

）」「市内
しない

に住所
じゅうしょ

があり市外
しがい

の学校（国私立除
のぞ

く）」へ通学
つうがく

する児童
じどう

生徒
せいと

の保護者 

 
 小・中・義務教育学校の保護者のみなさま へ 

  
  
松江市
ま つ え し

では、お子
こ

さまが安心
あんしん

して学校
がっこう

に通
かよ

えるよう、給
きゅう

食費
しょくひ

や学用品費
がくようひんひ

などの 

支払
し は ら

いにお困
こま

りの保護者
ほ ご し ゃ

の方
かた

に、それらの費用
ひよう

の全部
ぜんぶ

または一部
いちぶ

を援助
えんじょ

しています。 

就学
しゅうがく

援助
えんじょ

を希望
きぼう

される保護者の方は、次
つぎ

のことをよく読
よ

んで申請
しんせい

の手続
てつづ

きをしてください。 

なお、生活
せいかつ

保護
ほ ご

（教育
きょういく

扶助
ふ じ ょ

）を受
う

けている保護者の方は、申請手続は必要
ひつよう

ありません。 
  

    対象
たいしょう

となる世帯
せたい

 

  

 

   

   申請の方法 

‣提出書類  （１）『準要
じゅんよう

保護
ほ ご

児童
じ ど う

生徒
せ い と

認定
にん てい

 申請書
しんせいしょ

（兼
けん

世帯票
せた い ひょ う

・委任状
いに ん じょ う

・承諾書
しょうだくしょ

・口座
こ う ざ

振替
ふり かえ

依頼書
い ら い し ょ

）』 

       （２）通帳
つうちょう

の写
うつ

し（口座の内容
ないよう

が確認
かくにん

できる部分
ぶぶん

） 

（３）事情
じじょう

を明
あき

らかにする書類
しょるい

 （申請書「申請の理由」ごとの添付
てんぷ

書類
しょるい

） 

‣提 出 先   在校生
ざいこうせい

がいる世帯：在籍
ざいせき

している学校  

新小1のみの世帯：就学
しゅうがく

予定
よ て い

の小学校
しょうがっこう

  

◆ 市立小・中学校両方
りょうほう

に兄弟
きょうだい

姉妹
しまい

がいる場合は、一緒
いっしょ

に記入
きにゅう

し小学校に提出してください。 

◆ 国私立学校（島根
しまね

大学
だいがく

教育
きょういく

学部
がくぶ

附属
ふぞく

義務
ぎ む

教育
きょういく

学校
がっこう

・開
かい

星
せい

中学校・松
しょう

徳
とく

学院
がくいん

中学校）に兄

弟姉妹がいる場合は、それぞれの学校ごとに提出してください。 

 

 審 査   申請
しんせい

受付後
うけつけご

、審査を行い「認定
にんてい

」「不認定
ふにんてい

」を決定します。審査
しんさ

結果
けっか

は申請者宛
しんせいしゃあて

に郵送
ゆうそう

で

送付します。（提出締切日までに提出された新入生を含む世帯は３月、それ以外は５月） 
 

  申請の受付期限（令和８年度当初からの認定） 
 
   ‣提出期間      令和７年１２月１９日（金）  ※締切日は学校へご確認ください。 

 

   

 

 

 
 
 

 

□ 生活
せいかつ

保護
ほ ご

が停止
ていし

又
また

は廃止
はいし

 □ 市町
しちょう

村民
そんみん

税
ぜい

が非課税
ひ か ぜ い

または減免
げんめん

 □ 児童
じどう

扶養
ふよう

手当
てあて

を受給
じゅきゅう

   

□ 個人
こじん

事業税
じぎょうぜい

が減免
げんめん

        □  固定
こてい

資産税
しさんぜい

が減免
げんめん

              □ 国民
こくみん

年金
ねんきん

保険料
ほけんりょう

が１/2以上
いじょう

の減免
げんめん

 

□ 国民
こくみん

健康
けんこう

保険料
ほけんりょう

が減免
げんめん

または徴 収
ちょうしゅう

が猶予
ゆうよ

  □ 生活
せいかつ

福祉
ふくし

資金
しきん

の貸付
かしつけ

 

□ 収 入
しゅうにゅう

（★）が少なく
す く な く

、学校
がっこう

への支払い
し は ら い

が困難
こんなん

 など 

★認定
にんてい

の目安
めやす

となる世帯
せたい

の収 入
しゅうにゅう

 ※おおまかな目安
めやす

ですので、認定
にんてい

は審査
しんさ

の結果
けっか

によります。 

世帯人数 ２人の場合 ３人の場合 ４人の場合 ５人の場合 

給与所得の金額 

（年間給与収入額） 

約１８６万円 

（約27８万円） 

約2３７万円 

（約35０万円）  

約２８５万円 

（約41２万円） 

約３３２万円 

（約47０万円） 

 給与
きゅうよ

所得
しょとく

…給与
きゅうよ

収 入
しゅうにゅう

額
がく

から控除
こうじょ

額
がく

など必要
ひつよう

経費
けいひ

を差
さ

し引
ひ

いた額    

  年間給与収入額…給与や賞与
しょうよ

から源泉
げんせん

徴
ちょう

収税
しゅうぜい

などの差し引き前の額   

松江市 就学援助 

こちらのQR ｺｰﾄﾞから就学援助 
のHPをご覧いただけます 

   
 

新
あら

たに学用品
がくようひん

等をそろえる経費
けいひ

として、「入学
にゅうがく

準備
じゅんび

金
きん

」または「新入学
しんにゅうがく

学用品費
がくようひんひ

」が支給
しきゅう

されます。 

内容
ないよう

・支給金額は同じですが、支給時期が違います。また、どちらか一方
いっぽう

しか支給できません。 
   
■ 提出締切日までに申請書を提出された場合 ➡ 「入学準備金」として３月末に支給 

 
■ 提出締切日を過ぎ、４月末までに申請書を提出された場合 ➡ 「新入学学用品費」として５月末に支給 

★令和
れいわ

８年度
ねんど

 新１年生（小・中）、義務教育学校７年生進級
しんきゅう

予定のお子さまがいる世帯へ★ 

 重要です！！ 
対象の方はよく 
確認してください 



主な援助の内容と支給方法  （参考：令和７年度支給額） 
 

援助費目 対 象 年間支給額 備 考 

入学準備金 

※１ 

小学校 就学予定者 ５７，０６０円 3月1日付け認定者のみ該当 

新入学学用品費との重複支給なし 中学校 就学予定者 ６３，０００円 

新入学学用品費 

※１ 

小学校 １学年 ５７，０６０円 4月1日付け認定者のみ該当 

入学準備金との重複支給なし 中学校 １学年 ６３，０００円 

学 用 品 費 

通 学 用 品 費 

小学校 
１学年 １１，６３０円 月額：小１1,0５0円 小２～６1,2６0円 

月額：中１2,0６0円 中２・３2,2７0円 ２～６学年 １３，９００円 

中学校 
１学年 ２２，７３０円 上記月額×11 ヵ月（8 月除く）で換算し、年額との差引額は

3月分として支給 ２・３学年 ２５，０００円 

通 学 費 ※ ２ バス・電車利用者 実費（定期券購入代） 片道通学距離  児童：４㎞以上 生徒：６㎞以上  

校 外 活 動 費 参 加 者 
実 費 ※３ 

（交通費、見学料） 

遠足、宿泊研修等（泊有・泊無活動各１回分） 

学 校 給 食 費 全 員 
現 物 支 給 

（国立学校は実費） 
 

修 学 旅 行 費 参 加 者 
実 費 

※４ 

参加者全員が一律に負担する、交通費・宿泊費・見学料・記念

写真代等  ◆小学校又は中学校を通じてそれぞれ１回に限る 

学校病治療費 

※５ 

治療完了者 

（医療機関に直接振込み） 
実 費 

虫歯、中耳炎、ちくのう、結膜炎など指定された疾病の治療費。

受診前に教育委員会学校教育課に医療券の申請をすること。 

体育実技用具費 中学校・購入者 実 費 
体育の授業で必要な柔道又は剣道の用具一式（学校指定のもの）

の購入費。  ◆在学中に１回のみの支給 

ヘ ル メ ッ ト 

購 入 費 ※ ２ 
中学校・購入者 

実 費 

(上限3，800円) 

自転車通学の生徒が通学に使用するヘルメットの購入費。  ◆

在学中に１回のみの支給 

オンライン学習通信費 

自宅にオンライン学習

が可能な通信環境を備

えている世帯 

１５，０００円

（世帯に定額支給） 

家庭でインターネット利用の契約をし、オンライン学習の環境

を備えている世帯に支給 ※兄弟姉妹の人数にかかわらず、世

帯に定額支給 

 
（義務教育学校において後期課程の第7学年、第8学年及び第9学年をそれぞれ中学校第1学年、第2学年及び第3学年と読み
替えます。中学校就学予定者には、義務教育学校第７学年への進級予定者を含みます。） 

※１ 入学準備金及び新入学学用品費は、他市区町村で受給した場合には支給しません。 
※２ 校区外、区域外、国私立学校在籍者は除きます。 

※３ 国私立学校在籍者及び区域外就学者は、前年度の市立学校平均額を上限とします。 

※４ 国私立学校在籍者及び区域外就学者は、前年度の市立学校平均額を上限とします。 

※５ 松江市立学校在籍者のみ支給します。 

※  申請時期、認定区分、就学状況等により支給費目、支給額の制限があります。 

 支給方法   

◆ 就学援助費の支払いは、各学校から提出された報告書
ほうこくしょ

に基
もと

づき行
おこな

いますので、保護者の方から教育委員会へ

直 接
ちょくせつ

手続きしていただく必要はありません。 

◆ 教育委員会から保護者指定
してい

の金融機関
きんゆうきかん

口座に直接
ちょくせつ

振
ふ

り込
こ

みます。保護者が校 長
こうちょう

に援助費の受取
うけとり

を委任
いにん

され

た場合は、学校の口座に振り込みます。   
 

  お子さまが安心して学校に通うために 
 

就学援助費は、お子さまの就学に係
かか

る経費
けいひ

として支給するものです。目的外に使用したり、虚偽の申請等があっ

た場合には援助を打
う

ち切
き

ることもあります。承 諾
しょうだく

・同意
どうい

したうえで、申請してください。 

就学援助費を受 給
じゅきゅう

しているにもかかわらず学校
がっこう

徴 収
ちょうしゅう

金
きん

を納
おさ

めないなど未納
みのう

がある場合は、振込先
ふりこみさき

を学

校の口座に変更
へんこう

します。また、就学援助費返納
へんのう

金
きん

が 生
しょう

じた場合、速
すみ

やかに納
のう

付
ふ

してください。未納がある場

合は受給できません。 

 

 
問い合わせ先 各学校 または 松江市教育委員会 学校教育課 学事係

がくじがかり

 

 [
［

電話
でんわ

]
］

0852-55-5416 〒690-8540 松江市末次
すえつぐ

町
ちょう

８６番地
ばんち

 

松江市
ま つ え し

役所
やくしょ

 第
だい

４別館３階
かい

 



【注意】入学準備金受給申請提出期限：令和　　年　　月　　日（入学準備金を受給希望の方はこの日までに提出してください。）

【様式１－１】

※太枠内をすべて記入してください。

　　　 提出年月日

〒　　　　　－

申請者（保護者兼委任者）

氏　　名 印

電話番号

 ↓該当する項目に☑をしてください。 添付書類

□ 1 生活保護の停止又は廃止（　　　年　　月　　日停止・廃止） 不要

□ 2 市民税が非課税になった ・・・・・・・

□ 3 市民税が減免になった ・・・・・・・ 市民税・県民税税額変更通知書（写）

□ 4 個人事業税が減免になった ・・・・・・・ 減免決定通知書（写）

□ 5 固定資産税が減免になった ・・・・・・・ 減免決定通知書（写）

□ 6 国民年金保険料が２分の１以上減免になった ・・・・・・・ 国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書（写）

国民健康保険料が減免になった ・・・・・・・ 国民健康保険料減免決定通知書（写）

国民健康保険料の徴収が猶予された ・・・・・・・ 徴収猶予決定通知書（写）

□ 8 児童扶養手当を受給している ・・・・・・・ 児童扶養手当証書（写）

□ 9 生活福祉資金の貸付を受けている ・・・・・・・ 生活福祉資金貸付決定通知書（写）

□ 10 その他(理由を以下にご記入ください） ・・・・・・・ 事情が明らかになる証明書等（写）
（R7.1.1現在松江市外在住☑は前住所地の課税証明書が必要）

□

※申請内容に誤りがないかを確認するために、契約書等の証明書類の提出を求めることがあります。

□ インターネットの契約をしていない、又はオンライン学習通信費の受給を希望しません。

R7.1.1現在
松江市外在住☑

令和８年度 準要保護児童生徒認定 申請書
（兼世帯票・委任状・承諾書・口座振替依頼書）

（あて先）松江市教育委員会 教育長
令 和 年 月 日

　標記について下記のとおり申請します。
　なお、入学準備金と同趣旨の受給申請を他市区町村にしていないことを申
し添えます。
　これらの記入事項に虚偽があった場合は認定を取り消されても異議はあり
ません。また、認定された場合に学校徴収金に未納が生じたときは、就学援
助費の受領及び未納分への充当について学校長に委任することに異議はあ
りません。
　なお、認定審査のため、私及び生計を同一にする者の課税情報及び児童
扶養手当受給状況等を松江市教育委員会教育長が確認することを承諾しま
す。

住　　所　　松江市

（自署の場合は押印不要）

　
自宅・父・母
・その他（　  　）

氏　　名 生年月日
本人から
見た続柄

　　 学校名（在籍校、就学指定校）
　　  ・学年・職業等

①
申
請
児
童
生
徒

（
※
新

一
年
生

）

（ふりがな）

　　　　　　　年　　　　月　　　　日 本人

（ふりがな）

　　　　　　　年　　　　月　　　　日 本人

□

□
（ふりがな）

　　　　　　　年　　　　月　　　　日 本人 □

□

□

□

②
申
請
児
童
生
徒

(

新
一

年
生
以
外

)

（ふりがな）

平成　　　　年　　　　月　　　　日 本人

（ふりがな）

平成　　　　年　　　　月　　　　日 本人

（ふりがな）

平成　　　　年　　　　月　　　　日 本人

　　　　　　　年　　　　月　　　　日 □
　　　　　　　年　　　　月　　　　日 □

□
↓上記申請者以外

　　　　　　　年　　　　月　　　　日

（申請者（保護者兼委任者））

　　　　　　　年　　　　月　　　　日

□

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト

契
約

状
況

申請者又は同一生計者がインターネット契約の支払いをしており、オンライン学習が可能な通信環境を整えています。

　　　　　　　年　　　　月　　　　日 □
生計を同一する方全員を記入してください。単身赴任等により住民登録が別住所になっている場合や同一住所で世帯分離している場合でも、
同じ家に住んでいる場合には、生計同一とみなします。

申
請
の
理
由

不要（ただし、R7.1.1現在松江市外在住☑は前住所地の課税証明書が必要）

□ 7

契約開始年月日(令和８年４月１日以前から契約している場合、令和８年４月１日と記載)

令和　　　　年　　　　月　　　　日

上
記
①
②
以
外
の
家
族

※裏面に振込口座のご記入、及び口座の内容が確認できる部分の通帳の写し等の添付が必要です。

小№

Ｔ Ｓ

Ｈ Ｒ

中№

小№

中№

小 ・ 中 学校

学園
年

小 ・ 中 学校

学園
年

小 ・ 中 学校

学園
年

小 ・ 中 学校

学園

１ 年

７ 年

小 ・ 中 学校

学園

１ 年

７ 年

小 ・ 中 学校

学園

１ 年

７ 年

小№（新規 ・ 継続）

中№

小№

中№

Ｔ Ｓ

Ｈ Ｒ

Ｔ Ｓ

Ｈ Ｒ

Ｔ Ｓ

Ｈ Ｒ

Ｔ Ｓ

Ｈ Ｒ

平成

令和

平成

令和

平成

令和

 

こちらの申請書をご記入のうえ、切り取ってご提出ください。（申請の理由により添付書類が必要です。） 
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お 名 前 マツエ マツタロウ 様

①金融機関名
②支店名（店番）
③預金種目
④口座番号
⑤口座名義（カナ）
が印字してある部分をそれぞれ貼付してください。

通帳(写）の貼付例

まつえ銀行
店 番 口 座 番 号

１２３ ０１２３４５６

松 江 松 太 郎 様

普通預金通帳

①④②

③

⑤

※ゆうちょ銀行の場合※

マツエ マツタロウ 様

この口座を他金融機関からの振込の受取口座として利用される際は

次の内容をご指定ください

【店名】一九八（読み イチキュウハチ）

【店番】１９８【預金種目】普通預金【口座番号】０１２３４５６

おなまえ

（郵便番号 ６９０－８５４０）

島根県松江市末次町８６番地

第四別館 ３０１号室

おところ

株式会社 ゆうちょ銀行

（金融機関コード：９９００）

記 号 番 号

１１９６０ ０１２３４５６１ × 学校教育課からの

振込には使えません

＜振込用の店名・預金種目・口座番号＞

☆就学援助の振込先はこちらを

記入してください

  振込口座の内容（金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義（※カタカ

ナ表記））が確認できる部分の写しを貼付してください。  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 注
ちゅう

   意
い

   事
じ

   項
こう

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
  

申請
しんせい

にあたっては、以下
い か

の注意事項をよくご確認いただきますようお願いします。 
 

 ◆ 申
しん

請書
せいしょ

には「生計
せいけい

を同一
どういつ

にする方
かた

全
すべ

て」を記載
きさい

してください。 

  ※「単身
たんしん

赴任
ふにん

等
とう

により住民
じゅうみん

登録
とうろく

が別
べつ

住所
じゅうしょ

になっている場合
ばあい

」や「同一住所で世帯
せたい

分離
ぶんり

しているが同
おな

 

じ家
いえ

に住
す

んでいる場合」「同一住所で同じ敷地内
しきちない

の別棟
べつとう

に住んでいる場合」なども、生計同一とみな 

します。 

※上記の状況でも、生計が別である場合には、それを証明
しょうめい

する書類
しょるい

（それぞれの光熱水費の領収など）

が必要になります。  

 ◆ 住 宅
じゅうたく

取得
しゅとく

や車
くるま

の購 入
こうにゅう

など、財産
ざいさん

を形成
けいせい

する債務
さいむ

返済
へんさい

（ローン返済
へんさい

）は考慮
こうりょ

していません。 

 ◆ 生計
せいけい

を維
い

持
じ

する者
もの

の失業など、特別
とくべつ

な事情
じじょう

により生計同一の者
もの

の収入が減少
げんしょう

した世帯については、

直近の収入により審査する場合がありますのでご相
そう

談
だん

ください。 
 

 


